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スマホ申告
詳しくは
こちら

受付時間　9時～11時、13時～16時（2月21日㊎、3月3日㊊は午前中のみ）　問税務課 ☎32－1402

宇城市在住の親族の
税上の扶養になっている税上の扶養になっている

税上の扶養になっている

給与収入が2,000万円
を超えている

・年末調整の内容に変更がある
・医療費控除などを受ける
・2カ所以上から給与を受けた
・年末調整が済んでいない
　（給与収入が93万円以下も含む）

次の項目に1つでも当てはまる

主に 給与収入 の人

給与収入以外の
所得がある

住民税
申告

住民税
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住民税
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住民税
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住民税
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申 告
不要

申 告
不要

申 告
不要

給与収入以外の所得が
20万円を超えている
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所得金額より控除金額の方が多い
（所得税が課税されない）

給与・年金収入 以外の所得 の人

★所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。
★フローチャートに沿わない場合もあります。
　ご不明な場合はお尋ねください。
★令和7年1月1日現在、住所を置いている市町村に
お尋ねください。
★譲渡所得（土地・株式など）、肉用牛売却所得の免税
特例、住宅取得控除（初回）、雑損控除、消費税、贈
与税の確定申告は税務署で行ってください。

申告フローチャート
令和7年1月1日現在、宇城市に住所があ

る人は、このフローチャートで「申告が必要
かどうか」「何の申告が必要か」が判断できま
す。令和6年中にあなたの収入を種類別に確
認してください。

収入なし または 非課税収入のみ の人

年金収入が400万円を超えている

年金収入以外の
所得が20万円を
超えている

主に 年金収入 の人

年金収入以外の所得がある

源泉徴収票に記載
の控除に
追加や変更がある

スマートフォンと
マイナンバーカードが

あれば、
どこでも申告できます。
ぜひ利用してください。

2月17日㊊㊊ ▼ 3月17日㊊㊊
※3月7日㊎は、市の申告会場はありません。

P17「公的年金収入がある人の
確定申告」をご覧ください

税務
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◆ 宇土税務署での申告 ◆
期間 2月17日㊊～3月17日㊊ 　9時～16時
※所得税の還付申告のみ、1月から申告可能
※住民税の申告会場は市役所のみ。
※予約が必要な場合がありますので、事前に
確認をしてください。

問 宇土税務署　☎22－0410
◆ e-Tax での申告 ◆

　インターネットで申告手続きが
できます。詳しくは「e-Tax」で検索
するか、お問い合わせください。
問 e-Tax・作成コーナーヘルプデスク　
　 ☎0570－01－5901※ナビダイヤル

市 役 所 以 外 で の 申 告 方 法

　待ち時間短縮のため、できるだけ指定の日
程・会場での申告にご協力をお願いします。
　申告会場は混雑が予想されますので、入場
者数を制限します。
※混雑状況により当日中の対応が困難と判断
　した場合、予定より早く受付を終了します。

▪必要書類　▪本人確認書類　▪マイナン
バーが分かるもの　▪利用者識別番号（お持
ちでない場合は、「利用者識別番号の事前取
得」の項目をご覧ください。）
還付を受ける人 本人名義の還付先口座（金

融機関名、口座種別・番号）
が分かるもの 地　区 会　場月　日

２

月

17 ㊊
松橋 市役所　新館

18 ㊋

豊野19 ㊌ 豊野支所

20 ㊍
豊福 市役所　新館21 ㊎

午前中のみ

25 ㊋ 海東 ･小野部田
小川防災
拠点センター小川26 ㊌

河江27 ㊍

当尾28 ㊎ 市役所　新館

３

月

3 ㊊
午前中のみ 当尾 市役所　新館

大岳・三角4 ㊋ 三角防災
拠点センター郡浦・戸馳5 ㊌

松合 松合地区市民館6 ㊍

7 ㊎ 申告受け付けはありません

豊川10 ㊊

市役所　新館

11 ㊋

不知火12 ㊌

13 ㊍

14 ㊎
市内全域

17 ㊊

対象項目（該当者のみ） 必要書類・持参物

給与、年金所得 源泉徴収票（原本）

事業所得（営業・農業）
不動産所得

領収書と収支内訳書
（作成して提出）

一時所得、雑所得 収入・経費の分かる書類

社会保険料控除 国民健康保険税・国民年金
控除証明書など

医療費控除 医療費控除の明細書
（領収書の添付や提示は不要）

　　　　生命保険料・
地震保険料控除

支払保険料の証明書
（旧長期損害保険料の

　　　証明書を含む）

障害者控除 身体障害者手帳、療育手帳など

住宅借入金等特別控除 借入金の年末残高証明書など

申 告 日 程 ・ 会 場申 告 に 必 要 な も の

イ ン タ ー ネ ッ ト 予 約

　当日受け付けもできますが、イン
ターネットでの事前予約もできる
ようになりました。

※ 
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付
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取
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番号の取得方法は
こちら


